
 

 

プレスリリース                                  福 島 市 
 

令和８年３月２４日 

 

福島市の将来のまちづくりを共に描く 

～第１回福島市都市マスタープラン策定懇談会の開催～ 

 
 

平成２９年に策定した本市都市マスタープランについて、近年の都市構造、社会情勢等の

変化に対応するため、令和９年度（目標年次：令和２９年度を想定）を目途に見直しを行い

ます。 

学識経験者や市民公募により選出された委員からご意見をいただきながら、都市マスター

プランの見直しに向けた第１回福島市都市マスタープラン策定懇談会を開催します 。 

 

記 

 

１ 日 時 ： 令和８年３月２６日（木） 午後３時～４時３０分 

 

２ 場 所 ：  福島市市民センター ３階 ３１４Ａ会議室 

           

 

３ 内 容 ： （１）会長・副会長の選任 

（２）福島市都市マスタープランの見直しについて 

 

 

４ 委員構成 ： 裏面「福島市都市マスタープラン策定懇談会 委員」名簿参照 

 

 

５ そ の 他 ： 都市マスタープランとは 

都市計画法第１８条の２に基づき「市町村の都市計画に関する基本的な方

針」として定める、今後の都市づくりの根拠となる重要な指針。 

土地利用や市街地整備、都市施設整備（道路、公園、河川、下水道等）、自

然環境保全、景観形成、防災まちづくりなど、まちの整備・開発・誘導や保

全に関する、より具体的な指針としての役割を果たすもの。 

 

 

 

 

  
 

 

 

担当：都市計画課 都市計画係 

   課長 齋藤、係長 市川 

   電話０２４-５２５-３７６１（直通） 

☐事前告知のお願い ☑当日の取材のお願い 
☐その他 



 

 

 


